
◎国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律 
（平成一六年六月二三日法律第一三○号）   

一、提案理由（平成一六年五月一二日・衆議院財務金融委員会） 

○谷垣国務大臣 ただいま議題となりました国家公務員共済組合法等の一部を改正する

法律案につきまして、提案の理由及びその内容を御説明申し上げます。 

 政府は、厚生年金保険制度の改革等を踏まえ、国家公務員共済年金制度にかかわる改

革を行うこととし、本法律案を提出した次第であります。 

 以下、この法律案の内容につきまして御説明申し上げます。 

 まず、共済年金の給付水準につきましては、厚生年金に準拠して定める方式を維持し、

その給付水準の調整は厚生年金と同一の比率で行うこととしております。 

 また、基礎年金拠出金に対する国等の負担割合の見直し、組合員である間に支給され

る退職共済年金についての一律二割の支給停止措置の廃止、育児休業をしている組合員

に対する掛金の免除措置の拡充等、厚生年金と同様の措置を講ずることとするほか、国

家公務員共済組合と地方公務員共済組合との長期給付に要する費用の負担水準の均衡及

びこれらの長期給付の円滑な実施を図るための財政調整を行うこととしております。 

 以上が、この法律案の提案理由及びその内容であります。 

 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。 

二、衆議院財務金融委員長報告（平成一六年五月一八日） 

○田野瀬良太郎君 ただいま議題となりました法律案につきまして、財務金融委員会に

おける審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 

 本案は、厚生年金保険制度の改革等を踏まえ、国家公務員共済年金制度にかかわる改

革を行うものであり、以下、その概要を申し上げます。 

 第一に、共済年金の給付水準について、厚生年金に準拠して定める方式を維持し、そ

の給付水準の調整は厚生年金と同一の比率で行うこととするほか、基礎年金拠出金に対

する国等の負担割合の見直し、組合員である間に支給される退職共済年金等についての

一律二割の支給停止措置の廃止等、厚生年金と同様の措置を講ずることにいたしており

ます。 

 第二に、国家公務員共済年金制度と地方公務員共済年金制度との長期給付の財政単位

の一元化を図るため、両制度間で財政調整を行うことにいたしております。 

 本案は、去る四月一日当委員会に付託され、五月十二日谷垣財務大臣から提案理由の

説明を聴取した後、十四日質疑を行い、質疑を終局いたしました。次いで、討論を行い、

採決いたしましたところ、多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 

 以上、御報告申し上げます。 

三、参議院財政金融委員長報告（平成一六年六月一六日） 

○円より子君 ただいま議題となりました法律案につきまして、委員会における審査の

経過及び結果を御報告申し上げます。 



 本法律案は、少子高齢化の一層の進展等に対応した持続可能な制度を構築し、国家公

務員共済組合制度に対する信頼を確保するとの観点から、年金額の水準を自動的に調整

する制度を導入するとともに、多様な生き方及び働き方に対応し、組合員がその能力を

発揮できる社会の実現に資する所要の改正を行い、併せて地方公務員共済組合制度との

長期給付の財政単位の一元化に係る措置を講じようとするものであります。 

 委員会におきましては、年金積立金の運用の在り方、国共済年金における職域加算の

性格等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録に譲ります。 

 質疑を終了し、討論に入りましたところ、日本共産党を代表して井上哲士委員より本

法律案に反対する旨の意見が述べられました。 

 討論を終了し、採決の結果、本法律案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決

定いたしました。 

 以上、御報告申し上げます。 


